
　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

（※

は
県
例
規
集
登
載
事
項
）

規
　
則

　

※

運
動
公
園
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
三
・
ス
ポ
ー
ツ
課
）…
…

二

　

※

福
井
県
立
武
道
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
四
・
同
）…
…
…

二

　

※

母
体
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
五
・
こ
ど
も
未
来
課
）…
…
…
…
…
…
…

三

告
　
示

　

○
有
害
な
興
行
の
指
定
（
二
六
三
・
県
民
安
全
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

　

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
医
師
の
指
定
の
辞
退
（
二
六
四
・
障
が
い
福
祉
課
）…

…
…
…

四

　

○
指
定
採
取
源
の
指
定
の
解
除
（
二
六
五
・
県
産
材
活
用
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

　

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
二
六
六
・
福
井
農
林
総
合
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…
…

五

　

○
道
路
の
区
域
の
変
更
（
二
六
七
、
二
六
八
・
道
路
保
全
課
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

訓
　
令

　

※

福
井
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
九
・
財
産
活
用
課
）…

…

六

公
　
告

　

○
第
二
十
六
回
福
井
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
（
長
寿
福
祉
課
）…

…
…
…

六

　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
福
井
農
林
総
合
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
（
同
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　

○
公
共
測
量
の
終
了
（
土
木
管
理
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（

　
　

同
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

　

○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
七
九
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

　

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
（
八
〇
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

　

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
（
八
一
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

公
安
委
員
会
告
示

　

○
警
備
業
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
検
定
の
実
施
（
六
八
・
生
活
安
全
企
画
課
）…

…
…

一
〇

福
井
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

　

○
福
井
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
令
和
四
年
度
決
算
の
要
旨…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一
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規
　
　
　
　
　
則



           　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

母
体
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
六
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

杉
本　

達
治

福
井
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

母
体
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

母
体
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
井
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
中

　
　
　

附　

則

　
（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
母
体
保
護
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

「

」　

を

に
改
め
る
。

４
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

５
　
旧
姓
併
記
の
希
望
の
有
無
　
　
　
　
　
　
　
　
有
　
　
・
　
　
無
　
　
旧
姓

「

」



福
井
県
告
示
第
２
６
３
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
助

　
　
　
　
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
６
４
号

　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
８
３
号
）
第
１
５
条
第
１
項
の
指
定
を
受
け
た
医
師
が

そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
３
４
年
福
井
県
規
則
第
６
１
号
）

第
７
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
６
５
号

　
林
業
種
苗
法
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
８
９
号
）
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
採
取
源
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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告
　
　
　
　
　
示

種
別

映
画

映
画

映
画

淫
臭
ま
み
れ
　
発
情
三
姉
妹

テ
リ
フ
ァ
ー
　
終
わ
ら
な
い
惨
劇

（
原
題
）
T
ERRIFIER 2

ビ
デ
オ
ド
ロ
ー
ム
［
4K
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ

カ
ッ
ト
版
］

（
原
題
）
V
ID
EO
D
RO
M
E

新
田
組

〈
新
東
宝
映
画
〉

プ
ル
ー
ク

（
ア
メ
リ
カ
）

東
京
テ
ア
ト
ル

（
カ
ナ
ダ
）

題
　
　
　
　
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名

眼
科

赤
木
　
好
男

医
療
法
人
　
林
病
院

越
前
市
府
中
１
丁
目
３
番
５
号

診
療
科
目

医
師
の
氏
名

医
療
機
関
の
名
称

所
在
地

令
和
５
年
２
月
６
日

辞
退
日



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
６
６
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
６
７
号

　
主
要
地
方
道
清
水
美
山
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し

た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
６
月

６
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
６
８
号

　
主
要
地
方
道
福
井
今
立
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し

た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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指
定
番
号

樹
種

所
　
　
在
　
　
場
　
　
所

所
有
者
等
の
住
所

指
定
年
月
日

福
井
育

50-2
Ｓ
50.12.24

育
種
母
樹

採
種

ヒ
ノ
キ

福
井
市
大
手
３
-１
７
-１

小
浜
市
下
根
来
９
９
布
谷
１
-１

県
有
財
産
管
理
者

福
井
県
知
事

指
定
採
取
源

の
別

採
種
・
採
穂

の
別

解
除
す
る
母
樹

本
数

面
積

本
数

面
積

本
ha

本
ha

19
0.05

629
0.97

解
除
後
の
母
樹
林

所
有
者
等
の
氏
名

ま
た
は
名
称

土
地
改
良
区
の
名
称

小
舟
渡
土
地
改
良
区

令
和
５
年
５
月
２
９
日

認
可
年
月
日

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

清水美山線

主要地方道

福
井
市
田
中
町
１
０
字
二

田
長
１
６
番
５
か
ら

福
井
市
田
中
町
７
字
金
串

２
番
７
ま
で

福
井
市
田
中
町
１
０
字
二

田
長
１
６
番
５
か
ら

福
井
市
田
中
町
７
字
金
串

２
番
７
ま
で

7.1～9.47.1～8.0

67.4

67.4

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
６
月

６
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
の
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
８
日
（
日
）
午
前
１
０
時
か
ら

２
　
試
験
の
場
所

　
　
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
番
２
２
号

　
　
福
井
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
福
井
市
田
原
１
丁
目
１
３
番
６
号

　
　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

３
　
試
験
の
実
施
機
関

　
　
社
会
福
祉
法
人
　
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会

４
　
試
験
の
内
容
お
よ
び
方
法

　
　
次
に
掲
げ
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
五
肢
複
択
方
式
に
よ
る

　
筆
記
試
験
を
行
う
。

　
⑴
　
介
護
保
険
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
知
識

　
⑵
　
要
介
護
認
定
お
よ
び
要
支
援
認
定
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

　
⑶
　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
お
よ
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

　
⑷
　
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

５
　
受
験
資
格

　
　
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
⑴
お
よ
び
⑵
の
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

　
⑴
　
「
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
８
年
５
月
２
２
日
付
け

　
　
老
発
第
０
５
２
２
０
０
１
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知
）
の
別
添
「
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

　
　
受
講
試
験
事
業
実
施
要
綱
」
３
の
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
⑴
の
受
験
資
格
に
該
当
す
る
業
務
に
現
に
従
事
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
勤
務
地
が
福
井
県

　
　
内
に
あ
る
者
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

６
　
受
験
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間
お
よ
び
受
付
時
間

　
　
ア
　
受
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
日
（
月
）
か
ら
同
年
７
月
１
３
日
（
木
）
ま
で
（
土
曜
日
お
よ
び
日
曜
日
を

　
　
　
除
く
。
）

　
　
イ
　
受
付
時
間

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
（
簡
易
書
留
）
に
よ
る
場
合
は
、
令
和
５
年
７
月
１
３
日
（
木
）
ま
で
の
消
印
が

　
　
　
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
１
６

　
第
２
６
回
福
井
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。

　
　
　
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
－
２
２

　
　
　
社
会
福
祉
法
人
　
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
　
次
の
受
験
申
込
書
お
よ
び
添
付
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
ア
　
受
験
申
込
書
（
返
信
用
は
が
き
（
受
験
票
）
に
６
３
円
切
手
を
貼
り
、
宛
て
先
を
明
記
す
る
こ

　
　
　
と
。
）

　
　
イ
　
受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
実
務
経
験
証
明
書
等
。
な
お
、
改
姓
し
て
い
る
場

　
　
　
合
に
は
、
戸
籍
抄
本
を
添
え
る
こ
と
。
）

　
　
ウ
　
写
真
２
枚
（
正
面
、
脱
帽
、
上
三
分
身
（
概
ね
胸
か
ら
上
）
、
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３

　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
申
込
み
の
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
を
受
験
申
込
書
の
所
定
の
箇

　
　
　
所
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

　
　
エ
　
合
否
通
知
書
送
付
用
封
筒
（
長
形
３
号
。
８
４
円
切
手
を
貼
る
こ
と
。
）

　
⑷
　
受
験
手
数
料

　
　
　
９
，
１
０
０
円
（
試
験
手
数
料
７
，
７
０
０
円
、
試
験
問
題
作
成
等
手
数
料
１
，
４
０
０
円
を
福

　
　
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
の
口
座
へ
振
り
込
む
こ
と
。
）

７
　
身
体
に
障
が
い
等
の
あ
る
受
験
者
へ
の
配
慮

　
　
視
覚
、
聴
覚
、
肢
体
等
に
障
が
い
等
が
あ
る
方
は
、
障
が
い
等
の
状
態
に
合
わ
せ
て
受
験
上
特
別
な

　
配
慮
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
受
験
申
込
書
に
特
別
な
配
慮
の
希
望
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
合
格
者
の
発
表

　
　
令
和
５
年
１
２
月
４
日
（
月
）
に
、
福
井
県
庁
舎
１
階
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る

　
ほ
か
、
受
験
者
全
員
に
合
否
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

９
　
そ
の
他

　
⑴
　
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
試
験
案
内
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
試
験
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
用
紙
は
、
令
和
５
年
６
月
１
日
（
木
）
か
ら
、
各
市
役
所
・
町
役
場

　
　
、
坂
井
地
区
広
域
連
合
介
護
保
険
課
、
福
井
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
各
市
町
社
会
福
祉
協
議
会
お

　
　
よ
び
福
井
県
健
康
福
祉
部
長
寿
福
祉
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。

　
⑶
　
受
験
票
は
受
験
申
込
書
を
受
理
し
た
後
に
郵
送
す
る
の
で
、
試
験
当
日
に
持
参
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
受
験
手
続
そ
の
他
こ
の
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課
（
電

　
　
話
　
０
７
７
６
－
２
１
－
２
２
９
４
）
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

理
　
事
　
西
口
　
公
範
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
６
号
３
０
番
地

理
　
事
　
廣
瀬
　
峰
雄
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
２
号
１
４
番
地

理
　
事
　
森
國
　
康
夫
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
３
号
１
４
番
地

理
　
事
　
森
國
　
治
和
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
２
号
８
番
地

理
　
事
　
河
野
　
善
司
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
７
１
号
２
５
番
地

理
　
事
　
渡
辺
多
右
エ
門
　
 福
井
市
久
喜
津
町
第
７
０
号
４
４
番
地

理
　
事
　
岩
堀
　
秀
利
　
福
井
市
朝
宮
町
第
１
０
号
２
９
番
地

理
　
事
　
藤
井
　
和
文
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
０
号
６
０
番
地

理
　
事
　
深
草
　
光
夫
　
福
井
市
下
江
守
町
第
２
５
号
７
５
番
地

理
　
事
　
髙
松
　
英
明
　
福
井
市
清
水
町
第
８
号
５
番
地

理
　
事
　
松
山
　
敏
郎
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
４
号
５
番
地

監
　
事
　
池
上
　
慶
一
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
７
号
１
９
番
地

監
　
事
　
堀
岡
　
龍
男
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
７
号
７
０
番
地

監
　
事
　
林
　
　
俊
宏
　
福
井
市
下
中
町
第
２
号
１
番
地
２
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
廣
瀬
　
峰
雄
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
２
号
１
４
番
地

理
　
事
　
西
口
　
公
範
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
６
号
３
０
番
地

理
　
事
　
森
國
　
直
明
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
７
号
２
０
番
地

理
　
事
　
森
國
　
治
和
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
２
号
８
番
地

理
　
事
　
河
野
　
善
司
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
７
１
号
２
５
番
地

理
　
事
　
渡
辺
多
右
エ
門
　
 福
井
市
久
喜
津
町
第
７
０
号
４
４
番
地

理
　
事
　
岩
堀
　
秀
利
　
福
井
市
朝
宮
町
第
１
０
号
２
９
番
地

理
　
事
　
永
田
　
真
人
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
７
号
５
３
番
地

理
　
事
　
深
草
　
光
夫
　
福
井
市
下
江
守
町
第
２
５
号
７
５
番
地

理
　
事
　
髙
松
　
英
明
　
福
井
市
清
水
町
第
８
号
５
番
地

理
　
事
　
松
山
　
敏
郎
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
４
号
５
番
地

監
　
事
　
矢
野
　
文
雄
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
６
９
号
４
９
番
地

監
　
事
　
池
上
　
慶
一
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
７
号
１
９
番
地

監
　
事
　
森
下
　
優
　
　
福
井
市
本
堂
町
第
３
７
号
１
番
地
４
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
５
月
１
９
日
に
高
浜
町
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
高
浜
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
河
川
管
理
台
帳
作
成
に
伴
う
航
空
写
真
測
量
・
地
図
訂
正
業
務
）
　
　

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
６
月
２
４
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
高
浜
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
更
新
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
１
８
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
北
陸
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部

　
　
福
井
県
福
井
市
毛
矢
１
丁
目
１
０
番
１
号

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
６
４
，
２
４
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
６
８
号

　
主
要
地
方
道
福
井
今
立
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し

た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

令和５年６月６日（火） 福井県報第 250 号 6

訓
　
　
　
　
　
令

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

福井今立線

主要地方道

福
井
市
田
中
町
１
０
字
二

田
長
５
番
３
か
ら

福
井
市
田
中
町
８
字
棗
垣

内
３
番
５
ま
で

福
井
市
田
中
町
１
０
字
二

田
長
５
番
３
か
ら

福
井
市
田
中
町
８
字
棗
垣

内
３
番
５
ま
で

8.5～13.88.2～10.4

152.2

152.2

公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
５
年
６
月

６
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
訓
令
第
１
９
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庁
中
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
出
先
機
関

　
福
井
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
福
井
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
福
井
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
４
６
年
福
井
県
訓
令
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
別
表
第
２
中
「
安
全
環
境
部
危
機
対
策
・
防
災
課
」
を
「
防
災
安
全
部
危
機
管
理
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
６
月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
の
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
８
日
（
日
）
午
前
１
０
時
か
ら

２
　
試
験
の
場
所

　
　
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
番
２
２
号

　
　
福
井
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
福
井
市
田
原
１
丁
目
１
３
番
６
号

　
　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

３
　
試
験
の
実
施
機
関

　
　
社
会
福
祉
法
人
　
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会

４
　
試
験
の
内
容
お
よ
び
方
法

　
　
次
に
掲
げ
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
五
肢
複
択
方
式
に
よ
る

　
筆
記
試
験
を
行
う
。

　
⑴
　
介
護
保
険
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
知
識

　
⑵
　
要
介
護
認
定
お
よ
び
要
支
援
認
定
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

　
⑶
　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
お
よ
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

　
⑷
　
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

５
　
受
験
資
格

　
　
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
⑴
お
よ
び
⑵
の
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

　
⑴
　
「
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
８
年
５
月
２
２
日
付
け

　
　
老
発
第
０
５
２
２
０
０
１
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知
）
の
別
添
「
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

　
　
受
講
試
験
事
業
実
施
要
綱
」
３
の
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
⑴
の
受
験
資
格
に
該
当
す
る
業
務
に
現
に
従
事
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
勤
務
地
が
福
井
県

　
　
内
に
あ
る
者
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

６
　
受
験
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間
お
よ
び
受
付
時
間

　
　
ア
　
受
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
日
（
月
）
か
ら
同
年
７
月
１
３
日
（
木
）
ま
で
（
土
曜
日
お
よ
び
日
曜
日
を

　
　
　
除
く
。
）

　
　
イ
　
受
付
時
間

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
（
簡
易
書
留
）
に
よ
る
場
合
は
、
令
和
５
年
７
月
１
３
日
（
木
）
ま
で
の
消
印
が

　
　
　
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
１
６

　
第
２
６
回
福
井
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。

公
　
　
　
　
　
告

　
　
　
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
－
２
２

　
　
　
社
会
福
祉
法
人
　
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
　
次
の
受
験
申
込
書
お
よ
び
添
付
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
ア
　
受
験
申
込
書
（
返
信
用
は
が
き
（
受
験
票
）
に
６
３
円
切
手
を
貼
り
、
宛
て
先
を
明
記
す
る
こ

　
　
　
と
。
）

　
　
イ
　
受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
実
務
経
験
証
明
書
等
。
な
お
、
改
姓
し
て
い
る
場

　
　
　
合
に
は
、
戸
籍
抄
本
を
添
え
る
こ
と
。
）

　
　
ウ
　
写
真
２
枚
（
正
面
、
脱
帽
、
上
三
分
身
（
概
ね
胸
か
ら
上
）
、
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３

　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
申
込
み
の
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
を
受
験
申
込
書
の
所
定
の
箇

　
　
　
所
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

　
　
エ
　
合
否
通
知
書
送
付
用
封
筒
（
長
形
３
号
。
８
４
円
切
手
を
貼
る
こ
と
。
）

　
⑷
　
受
験
手
数
料

　
　
　
９
，
１
０
０
円
（
試
験
手
数
料
７
，
７
０
０
円
、
試
験
問
題
作
成
等
手
数
料
１
，
４
０
０
円
を
福

　
　
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
の
口
座
へ
振
り
込
む
こ
と
。
）

７
　
身
体
に
障
が
い
等
の
あ
る
受
験
者
へ
の
配
慮

　
　
視
覚
、
聴
覚
、
肢
体
等
に
障
が
い
等
が
あ
る
方
は
、
障
が
い
等
の
状
態
に
合
わ
せ
て
受
験
上
特
別
な

　
配
慮
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
受
験
申
込
書
に
特
別
な
配
慮
の
希
望
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
合
格
者
の
発
表

　
　
令
和
５
年
１
２
月
４
日
（
月
）
に
、
福
井
県
庁
舎
１
階
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る

　
ほ
か
、
受
験
者
全
員
に
合
否
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

９
　
そ
の
他

　
⑴
　
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
試
験
案
内
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
試
験
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
用
紙
は
、
令
和
５
年
６
月
１
日
（
木
）
か
ら
、
各
市
役
所
・
町
役
場

　
　
、
坂
井
地
区
広
域
連
合
介
護
保
険
課
、
福
井
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
各
市
町
社
会
福
祉
協
議
会
お

　
　
よ
び
福
井
県
健
康
福
祉
部
長
寿
福
祉
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。

　
⑶
　
受
験
票
は
受
験
申
込
書
を
受
理
し
た
後
に
郵
送
す
る
の
で
、
試
験
当
日
に
持
参
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
受
験
手
続
そ
の
他
こ
の
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課
（
電

　
　
話
　
０
７
７
６
－
２
１
－
２
２
９
４
）
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

理
　
事
　
西
口
　
公
範
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
６
号
３
０
番
地

理
　
事
　
廣
瀬
　
峰
雄
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
２
号
１
４
番
地

理
　
事
　
森
國
　
康
夫
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
３
号
１
４
番
地

理
　
事
　
森
國
　
治
和
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
２
号
８
番
地

理
　
事
　
河
野
　
善
司
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
７
１
号
２
５
番
地

理
　
事
　
渡
辺
多
右
エ
門
　
 福
井
市
久
喜
津
町
第
７
０
号
４
４
番
地

理
　
事
　
岩
堀
　
秀
利
　
福
井
市
朝
宮
町
第
１
０
号
２
９
番
地

理
　
事
　
藤
井
　
和
文
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
０
号
６
０
番
地

理
　
事
　
深
草
　
光
夫
　
福
井
市
下
江
守
町
第
２
５
号
７
５
番
地

理
　
事
　
髙
松
　
英
明
　
福
井
市
清
水
町
第
８
号
５
番
地

理
　
事
　
松
山
　
敏
郎
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
４
号
５
番
地

監
　
事
　
池
上
　
慶
一
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
７
号
１
９
番
地

監
　
事
　
堀
岡
　
龍
男
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
７
号
７
０
番
地

監
　
事
　
林
　
　
俊
宏
　
福
井
市
下
中
町
第
２
号
１
番
地
２
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
廣
瀬
　
峰
雄
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
２
号
１
４
番
地

理
　
事
　
西
口
　
公
範
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
６
号
３
０
番
地

理
　
事
　
森
國
　
直
明
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
７
号
２
０
番
地

理
　
事
　
森
國
　
治
和
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
２
号
８
番
地

理
　
事
　
河
野
　
善
司
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
７
１
号
２
５
番
地

理
　
事
　
渡
辺
多
右
エ
門
　
 福
井
市
久
喜
津
町
第
７
０
号
４
４
番
地

理
　
事
　
岩
堀
　
秀
利
　
福
井
市
朝
宮
町
第
１
０
号
２
９
番
地

理
　
事
　
永
田
　
真
人
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
７
号
５
３
番
地

理
　
事
　
深
草
　
光
夫
　
福
井
市
下
江
守
町
第
２
５
号
７
５
番
地

理
　
事
　
髙
松
　
英
明
　
福
井
市
清
水
町
第
８
号
５
番
地

理
　
事
　
松
山
　
敏
郎
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
４
号
５
番
地

監
　
事
　
矢
野
　
文
雄
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
６
９
号
４
９
番
地

監
　
事
　
池
上
　
慶
一
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
７
号
１
９
番
地

監
　
事
　
森
下
　
優
　
　
福
井
市
本
堂
町
第
３
７
号
１
番
地
４
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
５
月
１
９
日
に
高
浜
町
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
高
浜
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
河
川
管
理
台
帳
作
成
に
伴
う
航
空
写
真
測
量
・
地
図
訂
正
業
務
）
　
　

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
６
月
２
４
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
高
浜
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
更
新
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
１
８
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
北
陸
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部

　
　
福
井
県
福
井
市
毛
矢
１
丁
目
１
０
番
１
号

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
６
４
，
２
４
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。
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令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
の
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
８
日
（
日
）
午
前
１
０
時
か
ら

２
　
試
験
の
場
所

　
　
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
番
２
２
号

　
　
福
井
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
福
井
市
田
原
１
丁
目
１
３
番
６
号

　
　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

３
　
試
験
の
実
施
機
関

　
　
社
会
福
祉
法
人
　
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会

４
　
試
験
の
内
容
お
よ
び
方
法

　
　
次
に
掲
げ
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
五
肢
複
択
方
式
に
よ
る

　
筆
記
試
験
を
行
う
。

　
⑴
　
介
護
保
険
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
知
識

　
⑵
　
要
介
護
認
定
お
よ
び
要
支
援
認
定
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

　
⑶
　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
お
よ
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

　
⑷
　
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

５
　
受
験
資
格

　
　
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
⑴
お
よ
び
⑵
の
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

　
⑴
　
「
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
８
年
５
月
２
２
日
付
け

　
　
老
発
第
０
５
２
２
０
０
１
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知
）
の
別
添
「
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

　
　
受
講
試
験
事
業
実
施
要
綱
」
３
の
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
⑴
の
受
験
資
格
に
該
当
す
る
業
務
に
現
に
従
事
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
勤
務
地
が
福
井
県

　
　
内
に
あ
る
者
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

６
　
受
験
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間
お
よ
び
受
付
時
間

　
　
ア
　
受
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
日
（
月
）
か
ら
同
年
７
月
１
３
日
（
木
）
ま
で
（
土
曜
日
お
よ
び
日
曜
日
を

　
　
　
除
く
。
）

　
　
イ
　
受
付
時
間

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
（
簡
易
書
留
）
に
よ
る
場
合
は
、
令
和
５
年
７
月
１
３
日
（
木
）
ま
で
の
消
印
が

　
　
　
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
１
６

　
第
２
６
回
福
井
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。

　
　
　
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
－
２
２

　
　
　
社
会
福
祉
法
人
　
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
　
次
の
受
験
申
込
書
お
よ
び
添
付
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
ア
　
受
験
申
込
書
（
返
信
用
は
が
き
（
受
験
票
）
に
６
３
円
切
手
を
貼
り
、
宛
て
先
を
明
記
す
る
こ

　
　
　
と
。
）

　
　
イ
　
受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
実
務
経
験
証
明
書
等
。
な
お
、
改
姓
し
て
い
る
場

　
　
　
合
に
は
、
戸
籍
抄
本
を
添
え
る
こ
と
。
）

　
　
ウ
　
写
真
２
枚
（
正
面
、
脱
帽
、
上
三
分
身
（
概
ね
胸
か
ら
上
）
、
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３

　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
申
込
み
の
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
を
受
験
申
込
書
の
所
定
の
箇

　
　
　
所
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

　
　
エ
　
合
否
通
知
書
送
付
用
封
筒
（
長
形
３
号
。
８
４
円
切
手
を
貼
る
こ
と
。
）

　
⑷
　
受
験
手
数
料

　
　
　
９
，
１
０
０
円
（
試
験
手
数
料
７
，
７
０
０
円
、
試
験
問
題
作
成
等
手
数
料
１
，
４
０
０
円
を
福

　
　
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
の
口
座
へ
振
り
込
む
こ
と
。
）

７
　
身
体
に
障
が
い
等
の
あ
る
受
験
者
へ
の
配
慮

　
　
視
覚
、
聴
覚
、
肢
体
等
に
障
が
い
等
が
あ
る
方
は
、
障
が
い
等
の
状
態
に
合
わ
せ
て
受
験
上
特
別
な

　
配
慮
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
受
験
申
込
書
に
特
別
な
配
慮
の
希
望
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
合
格
者
の
発
表

　
　
令
和
５
年
１
２
月
４
日
（
月
）
に
、
福
井
県
庁
舎
１
階
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る

　
ほ
か
、
受
験
者
全
員
に
合
否
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

９
　
そ
の
他

　
⑴
　
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
試
験
案
内
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
試
験
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
用
紙
は
、
令
和
５
年
６
月
１
日
（
木
）
か
ら
、
各
市
役
所
・
町
役
場

　
　
、
坂
井
地
区
広
域
連
合
介
護
保
険
課
、
福
井
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
各
市
町
社
会
福
祉
協
議
会
お

　
　
よ
び
福
井
県
健
康
福
祉
部
長
寿
福
祉
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。

　
⑶
　
受
験
票
は
受
験
申
込
書
を
受
理
し
た
後
に
郵
送
す
る
の
で
、
試
験
当
日
に
持
参
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
受
験
手
続
そ
の
他
こ
の
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課
（
電

　
　
話
　
０
７
７
６
－
２
１
－
２
２
９
４
）
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

理
　
事
　
西
口
　
公
範
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
６
号
３
０
番
地

理
　
事
　
廣
瀬
　
峰
雄
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
２
号
１
４
番
地

理
　
事
　
森
國
　
康
夫
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
３
号
１
４
番
地

理
　
事
　
森
國
　
治
和
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
２
号
８
番
地

理
　
事
　
河
野
　
善
司
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
７
１
号
２
５
番
地

理
　
事
　
渡
辺
多
右
エ
門
　
 福
井
市
久
喜
津
町
第
７
０
号
４
４
番
地

理
　
事
　
岩
堀
　
秀
利
　
福
井
市
朝
宮
町
第
１
０
号
２
９
番
地

理
　
事
　
藤
井
　
和
文
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
０
号
６
０
番
地

理
　
事
　
深
草
　
光
夫
　
福
井
市
下
江
守
町
第
２
５
号
７
５
番
地

理
　
事
　
髙
松
　
英
明
　
福
井
市
清
水
町
第
８
号
５
番
地

理
　
事
　
松
山
　
敏
郎
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
４
号
５
番
地

監
　
事
　
池
上
　
慶
一
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
７
号
１
９
番
地

監
　
事
　
堀
岡
　
龍
男
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
７
号
７
０
番
地

監
　
事
　
林
　
　
俊
宏
　
福
井
市
下
中
町
第
２
号
１
番
地
２
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
廣
瀬
　
峰
雄
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
２
号
１
４
番
地

理
　
事
　
西
口
　
公
範
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
６
号
３
０
番
地

理
　
事
　
森
國
　
直
明
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
７
号
２
０
番
地

理
　
事
　
森
國
　
治
和
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
２
号
８
番
地

理
　
事
　
河
野
　
善
司
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
７
１
号
２
５
番
地

理
　
事
　
渡
辺
多
右
エ
門
　
 福
井
市
久
喜
津
町
第
７
０
号
４
４
番
地

理
　
事
　
岩
堀
　
秀
利
　
福
井
市
朝
宮
町
第
１
０
号
２
９
番
地

理
　
事
　
永
田
　
真
人
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
７
号
５
３
番
地

理
　
事
　
深
草
　
光
夫
　
福
井
市
下
江
守
町
第
２
５
号
７
５
番
地

理
　
事
　
髙
松
　
英
明
　
福
井
市
清
水
町
第
８
号
５
番
地

理
　
事
　
松
山
　
敏
郎
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
４
号
５
番
地

監
　
事
　
矢
野
　
文
雄
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
６
９
号
４
９
番
地

監
　
事
　
池
上
　
慶
一
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
７
号
１
９
番
地

監
　
事
　
森
下
　
優
　
　
福
井
市
本
堂
町
第
３
７
号
１
番
地
４
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
５
月
１
９
日
に
高
浜
町
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
高
浜
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
河
川
管
理
台
帳
作
成
に
伴
う
航
空
写
真
測
量
・
地
図
訂
正
業
務
）
　
　

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
６
月
２
４
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
高
浜
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
更
新
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
１
８
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
北
陸
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部

　
　
福
井
県
福
井
市
毛
矢
１
丁
目
１
０
番
１
号

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
６
４
，
２
４
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
７
９
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
８
０
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
の
日
時

　
　
令
和
５
年
１
０
月
８
日
（
日
）
午
前
１
０
時
か
ら

２
　
試
験
の
場
所

　
　
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
番
２
２
号

　
　
福
井
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
福
井
市
田
原
１
丁
目
１
３
番
６
号

　
　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

３
　
試
験
の
実
施
機
関

　
　
社
会
福
祉
法
人
　
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会

４
　
試
験
の
内
容
お
よ
び
方
法

　
　
次
に
掲
げ
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
五
肢
複
択
方
式
に
よ
る

　
筆
記
試
験
を
行
う
。

　
⑴
　
介
護
保
険
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
知
識

　
⑵
　
要
介
護
認
定
お
よ
び
要
支
援
認
定
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

　
⑶
　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
お
よ
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

　
⑷
　
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
お
よ
び
技
能

５
　
受
験
資
格

　
　
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
⑴
お
よ
び
⑵
の
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

　
⑴
　
「
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
８
年
５
月
２
２
日
付
け

　
　
老
発
第
０
５
２
２
０
０
１
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知
）
の
別
添
「
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

　
　
受
講
試
験
事
業
実
施
要
綱
」
３
の
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
⑴
の
受
験
資
格
に
該
当
す
る
業
務
に
現
に
従
事
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
勤
務
地
が
福
井
県

　
　
内
に
あ
る
者
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

６
　
受
験
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間
お
よ
び
受
付
時
間

　
　
ア
　
受
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
日
（
月
）
か
ら
同
年
７
月
１
３
日
（
木
）
ま
で
（
土
曜
日
お
よ
び
日
曜
日
を

　
　
　
除
く
。
）

　
　
イ
　
受
付
時
間

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
（
簡
易
書
留
）
に
よ
る
場
合
は
、
令
和
５
年
７
月
１
３
日
（
木
）
ま
で
の
消
印
が

　
　
　
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
１
６

　
第
２
６
回
福
井
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。

　
　
　
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
－
２
２

　
　
　
社
会
福
祉
法
人
　
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
　
次
の
受
験
申
込
書
お
よ
び
添
付
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
ア
　
受
験
申
込
書
（
返
信
用
は
が
き
（
受
験
票
）
に
６
３
円
切
手
を
貼
り
、
宛
て
先
を
明
記
す
る
こ

　
　
　
と
。
）

　
　
イ
　
受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
実
務
経
験
証
明
書
等
。
な
お
、
改
姓
し
て
い
る
場

　
　
　
合
に
は
、
戸
籍
抄
本
を
添
え
る
こ
と
。
）

　
　
ウ
　
写
真
２
枚
（
正
面
、
脱
帽
、
上
三
分
身
（
概
ね
胸
か
ら
上
）
、
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３

　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
申
込
み
の
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
を
受
験
申
込
書
の
所
定
の
箇

　
　
　
所
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

　
　
エ
　
合
否
通
知
書
送
付
用
封
筒
（
長
形
３
号
。
８
４
円
切
手
を
貼
る
こ
と
。
）

　
⑷
　
受
験
手
数
料

　
　
　
９
，
１
０
０
円
（
試
験
手
数
料
７
，
７
０
０
円
、
試
験
問
題
作
成
等
手
数
料
１
，
４
０
０
円
を
福

　
　
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
の
口
座
へ
振
り
込
む
こ
と
。
）

７
　
身
体
に
障
が
い
等
の
あ
る
受
験
者
へ
の
配
慮

　
　
視
覚
、
聴
覚
、
肢
体
等
に
障
が
い
等
が
あ
る
方
は
、
障
が
い
等
の
状
態
に
合
わ
せ
て
受
験
上
特
別
な

　
配
慮
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
受
験
申
込
書
に
特
別
な
配
慮
の
希
望
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
合
格
者
の
発
表

　
　
令
和
５
年
１
２
月
４
日
（
月
）
に
、
福
井
県
庁
舎
１
階
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る

　
ほ
か
、
受
験
者
全
員
に
合
否
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

９
　
そ
の
他

　
⑴
　
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
試
験
案
内
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
試
験
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
用
紙
は
、
令
和
５
年
６
月
１
日
（
木
）
か
ら
、
各
市
役
所
・
町
役
場

　
　
、
坂
井
地
区
広
域
連
合
介
護
保
険
課
、
福
井
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
各
市
町
社
会
福
祉
協
議
会
お

　
　
よ
び
福
井
県
健
康
福
祉
部
長
寿
福
祉
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。

　
⑶
　
受
験
票
は
受
験
申
込
書
を
受
理
し
た
後
に
郵
送
す
る
の
で
、
試
験
当
日
に
持
参
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
受
験
手
続
そ
の
他
こ
の
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課
（
電

　
　
話
　
０
７
７
６
－
２
１
－
２
２
９
４
）
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

理
　
事
　
西
口
　
公
範
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
６
号
３
０
番
地

理
　
事
　
廣
瀬
　
峰
雄
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
２
号
１
４
番
地

理
　
事
　
森
國
　
康
夫
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
３
号
１
４
番
地

理
　
事
　
森
國
　
治
和
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
２
号
８
番
地

理
　
事
　
河
野
　
善
司
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
７
１
号
２
５
番
地

理
　
事
　
渡
辺
多
右
エ
門
　
 福
井
市
久
喜
津
町
第
７
０
号
４
４
番
地

理
　
事
　
岩
堀
　
秀
利
　
福
井
市
朝
宮
町
第
１
０
号
２
９
番
地

理
　
事
　
藤
井
　
和
文
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
０
号
６
０
番
地

理
　
事
　
深
草
　
光
夫
　
福
井
市
下
江
守
町
第
２
５
号
７
５
番
地

理
　
事
　
髙
松
　
英
明
　
福
井
市
清
水
町
第
８
号
５
番
地

理
　
事
　
松
山
　
敏
郎
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
４
号
５
番
地

監
　
事
　
池
上
　
慶
一
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
７
号
１
９
番
地

監
　
事
　
堀
岡
　
龍
男
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
７
号
７
０
番
地

監
　
事
　
林
　
　
俊
宏
　
福
井
市
下
中
町
第
２
号
１
番
地
２
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
廣
瀬
　
峰
雄
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
２
号
１
４
番
地

理
　
事
　
西
口
　
公
範
　
福
井
市
東
下
野
町
第
１
６
号
３
０
番
地

理
　
事
　
森
國
　
直
明
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
７
号
２
０
番
地

理
　
事
　
森
國
　
治
和
　
福
井
市
西
下
野
町
第
１
２
号
８
番
地

理
　
事
　
河
野
　
善
司
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
７
１
号
２
５
番
地

理
　
事
　
渡
辺
多
右
エ
門
　
 福
井
市
久
喜
津
町
第
７
０
号
４
４
番
地

理
　
事
　
岩
堀
　
秀
利
　
福
井
市
朝
宮
町
第
１
０
号
２
９
番
地

理
　
事
　
永
田
　
真
人
　
福
井
市
下
江
守
町
第
３
７
号
５
３
番
地

理
　
事
　
深
草
　
光
夫
　
福
井
市
下
江
守
町
第
２
５
号
７
５
番
地

理
　
事
　
髙
松
　
英
明
　
福
井
市
清
水
町
第
８
号
５
番
地

理
　
事
　
松
山
　
敏
郎
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
４
号
５
番
地

監
　
事
　
矢
野
　
文
雄
　
福
井
市
久
喜
津
町
第
６
９
号
４
９
番
地

監
　
事
　
池
上
　
慶
一
　
福
井
市
片
粕
町
第
６
７
号
１
９
番
地

監
　
事
　
森
下
　
優
　
　
福
井
市
本
堂
町
第
３
７
号
１
番
地
４
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
５
月
１
９
日
に
高
浜
町
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
高
浜
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
河
川
管
理
台
帳
作
成
に
伴
う
航
空
写
真
測
量
・
地
図
訂
正
業
務
）
　
　

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
６
月
２
４
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
高
浜
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
更
新
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
１
８
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
北
陸
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部

　
　
福
井
県
福
井
市
毛
矢
１
丁
目
１
０
番
１
号

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
６
４
，
２
４
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

届
　
出

年
月
日

令
和
5年

4月
13日

令
和
5年

4月
17日

令
和
5年

4月
18日

令
和
5年

4月
20日

中
川
あ
き
ゆ
き
後
援
会

酒
井
ゆ
き
こ
サ
ポ
ー
ト

チ
ー
ム

東
井
た
だ
よ
し
後
援
会

岡
村
ゆ
う
後
援
会

福
井
市
菅
谷
１
－
１
－
５

鯖
江
市
長
泉
寺
町
４
－
３

－
１

鯖
江
市
田
村
町
５
－
５

今
立
郡
池
田
町
松
ケ
谷

１
４
－
３
０
－
１

中
川
　
陽
如

酒
井
　
友
季
子

久
常
　
良

岡
村
　
祐

矢
部
　
秀
樹

山
岸
　
み
づ
き

東
井
　
ひ
ろ
子

岡
村
　
優
子

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者
の

氏
　
　
　
　
名

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
６
８
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子
　

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
イ
　
実
技
試
験

 　
⑵
　
実
施
場
所

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
１
階
第
１
会
議
室

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

　
⑴
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

　
⑵
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
８
１
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理

団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

令
和
4年

12月
31日

令
和
4年

12月
31日

令
和
4年

12月
31日

令
和
4年

12月
31日

令
和
5年

3月
31日

令
和
5年

4月
1日

令
和
5年

4月
1日

令
和
5年

4月
11日

令
和
5年

4月
17日

令
和
5年

5月
1日

大
森
て
つ
お
旭
後
援

会大
森
て
つ
お
後
援
会

大
森
て
つ
お
清
水
後

援
会
大
森
て
つ
お
美
山
後

援
会

や
す
お
フ
レ
ン
ズ

自
由
民
主
党
福
井
県

郵
政
政
治
連
盟
支
部

福
井
県
農
政
連
丹
生

支
部
福
井
県
農
政
連
今
立

支
部

田
中
み
つ
ひ
こ
後
援

会自
由
民
主
党
鯖
江
市

支
部

町
井
　
廣

森
永
　
克
彦

渡
辺
　
忠
雄

高
嶋
　
正
夫

山
本
　
尚
樹

宇
野
　
憲
二

谷
口
　
新
悟

小
棹
　
昇

田
中
　
房
一

山
本
　
拓

水
野
　
新
一

森
永
　
克
彦

桑
島
　
誠

大
森
　
悦
子

山
本
　
尚
樹

竹
下
　
雅
裕

鯖
江
市
中
野
町
７
３
－

１
３
鯖
江
市
中
野
町
７
３
－

１
３

田
中
　
凉
一

勝
山
市
北
郷
町
東
野
１
７

－
３
１

鯖
江
市
水
落
町
１
－
５
－

３
１

宗
京
　
順

山
下
　
徳
太
郎

広
部
　
厚

大
森
　
紀
之

木
下
　
高
廣

嶋
崎
　
一
哉

福
井
市
清
水
杉
谷
町

４
５
－
８
８

鯖
江
市
上
河
端
町
１
８

－
６

永
田
　
栄
三
郎

勝
山
市
郡
町
３
－
３
０

６鯖
江
市
糺
町
２
５
－

１
２
－
２

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
　
動

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

異
 動
 事
 項

代
表
者
の
氏
名

異
　
動
　
内
　
容

新
旧

指
　
定

年
月
日

令
和
5年

4月
14日

鯖
江
市
長
泉
寺
町
４
－
３
－
１

酒
井
　
友
季
子

鯖
江
市
議
会

議
員

酒
井
ゆ
き
こ

サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た
者

（
代
表
者
）の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

資
金
管
理
団
体

の
　
名
　
　
称

届
出
を
し
た
者
に

係
る
公
職
の
種
類

　
　
　
⑴
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

　
　
　
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以

　
　
　
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

　
　
　
る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
　
学
科
試
験
お
よ
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

　
　
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

　
⑴
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
使
用
す
る
車
両
（
以
下
「
貴
重
品
運
搬
警
備
業

　
　
　
　
務
用
車
両
」
と
い
う
。
）
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
。

　
　
　
エ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
オ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
エ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
申
請
手
続
等

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
４
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
　
　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

　
⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
　
　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

　
　
者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
　
　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

　
　
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類
等

　
　
ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

　
　
イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

　
　
　
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

　
　
　
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

　
　
ウ
　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

　
　
　
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
エ
　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
オ
　
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

　
　
　
書
の
写
し
お
よ
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年

　
　
　
以
上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
各
１
通

　
　
カ
　
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

　
⑷
　
受
検
手
数
料

　
　
　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ

　
　
と
。

　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
　
・
　
雨
具

　
⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

　
課
（
係
）
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公
安
委
員
会
告
示

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
６
８
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子
　

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
イ
　
実
技
試
験

 　
⑵
　
実
施
場
所

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
１
階
第
１
会
議
室

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

　
⑴
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

　
⑵
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
　
⑴
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

　
　
　
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以

　
　
　
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

　
　
　
る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
　
学
科
試
験
お
よ
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

　
　
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

　
⑴
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
使
用
す
る
車
両
（
以
下
「
貴
重
品
運
搬
警
備
業

　
　
　
　
務
用
車
両
」
と
い
う
。
）
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
。

　
　
　
エ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
オ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
エ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
申
請
手
続
等

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
４
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
　
　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

　
⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
　
　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

　
　
者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
　
　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

　
　
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類
等

　
　
ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

　
　
イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

　
　
　
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

　
　
　
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

　
　
ウ
　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

　
　
　
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
エ
　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
オ
　
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

　
　
　
書
の
写
し
お
よ
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年

　
　
　
以
上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
各
１
通

　
　
カ
　
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

　
⑷
　
受
検
手
数
料

　
　
　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ

　
　
と
。

　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
　
・
　
雨
具

検
定
の
区
分

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

午
前
９
時
３
０
分
か
ら

午
前
１
１
時
ま
で

午
後
２
時
か
ら

午
後
３
時
３
０
分
ま
で

令
和
５
年
９
月
５
日（
火
）

実
施
日

実
施
時
間

検
定
の
区
分

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

午
後
１
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で

午
前
８
時
３
０
分
か
ら

正
午
ま
で

令
和
５
年
１
０
月
５
日（
木
）

実
施
日

実
施
時
間

　
⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

　
課
（
係
）
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福
井
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
６
８
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子
　

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
イ
　
実
技
試
験

 　
⑵
　
実
施
場
所

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
１
階
第
１
会
議
室

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

　
⑴
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

　
⑵
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

  地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
１
５
２
号
）
第
２
２
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
４
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
  東
村
　
新
一

１
  組
合
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
は
、
市
町
１
７
団
体
、
一
部
事
務
組
合
等
２
３
団
体
の
計
４
０

　
団
体
で
あ
る
。

２
  組
合
員
数
、
標
準
報
酬
の
月
額
お
よ
び
被
扶
養
者
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
⑴
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

　
　
　
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以

　
　
　
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

　
　
　
る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
　
学
科
試
験
お
よ
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

　
　
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

　
⑴
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
使
用
す
る
車
両
（
以
下
「
貴
重
品
運
搬
警
備
業

　
　
　
　
務
用
車
両
」
と
い
う
。
）
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
。

　
　
　
エ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
オ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
エ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
申
請
手
続
等

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
４
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
　
　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

　
⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
　
　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

　
　
者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
　
　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

　
　
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類
等

　
　
ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

　
　
イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

　
　
　
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

　
　
　
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

　
　
ウ
　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

　
　
　
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
エ
　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
オ
　
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

　
　
　
書
の
写
し
お
よ
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年

　
　
　
以
上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
各
１
通

　
　
カ
　
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

　
⑷
　
受
検
手
数
料

　
　
　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ

　
　
と
。

　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
　
・
　
雨
具

　
⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

　
課
（
係
）

４
  各
経
理
単
位
別
収
支
状
況
お
よ
び
資
産
の
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

保
　
健

宿
　
泊

貯
　
金

貸
　
付

（
単
位
：
千
円
）

短
　
期

厚
生
年

金
保
険

退
職
等

年
　
金

経
過
的

長
　
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

経
過
的
長
期

預
託
金
管
理

5,96950

6,019

5,214

2,6650

1,176

9,055

△
 3,036

23,149

471,371

494,52013

262,940

262,953

231,567

253,561

3,489

528

257,578

125,251

11,456

1,609

20,000

7,996

166,312

91,266

847,4420

1,540

848,982

4,010

7,805

11,815

837,167

117,304

20,000

3,422

142

140,868

122,708

59,947

47,051

229,706

△
 88,838

636,786

342,663

979,449

9,800

24,612

34,412

945,037

578,314

578,314

24,662

356,796

30,336

411,794

166,520

5,365,025

47,937,214

1,039

53,303,278

46,939,306

51,757

46,991,063

6,312,215

120,002

22,794

346

50,49544

193,681

81,700

59,005

39,074

179,779

13,902

375,439

2,257

377,696

4,713

146,099

150,812

226,884

000000

2,665

2,665

2,665

2,6650

26,610

260,000

286,610

286,610

286,6100

59,242

59,242

59,242

59,2420

398

398

398

3980

822,608

822,608

822,608

822,6080

52,400

52,400

52,400

52,4000

12,875,833

12,875,833

12,875,833

12,875,8330

786,730

786,730

786,730

786,7300

6,198,783

28,17637

470,600

392,153

11,470

7,101,219

3,276,021

367,54234

2,723,781

682,100

22,794

474,408

2,472

7,549,152

△
 447,933

1,726,510

1,726,510

6,325

474,408

480,733

1,245,777

業
　
務

負
担
金
・
掛
金

事
業

収
入

補
助
金
等
収
入

他
経
理
よ
り
繰
入
金

利
息
及
び
配
当
金

連
合
会
交
付
金

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
収
入

計

給
付

金

事
業

費

役
職

員
給

与

支
払

利
息

連
合
会
払
込
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

高
齢
者
支
援
金
等

介
護

納
付

金

他
経
理
へ
繰
入
金

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
支
出

計
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福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
６
８
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子
　

１
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
イ
　
実
技
試
験

 　
⑵
　
実
施
場
所

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
宝
永
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
葵
分
庁
舎
１
階
第
１
会
議
室

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
第
２
号
１
番
地
１

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
丹
南
分
室

２
　
定
員

　
　
各
２
０
人

３
　
受
検
資
格

　
⑴
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
　
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所
に
所
属
す
る
警
備
員

　
⑵
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
　
⑴
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

　
　
　
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以

　
　
　
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
福
井
県
公
安
委
員
会
が
、
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め

　
　
　
る
者

４
　
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

　
　
学
科
試
験
お
よ
び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

　
　
た
だ
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

　
⑴
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
使
用
す
る
車
両
（
以
下
「
貴
重
品
運
搬
警
備
業

　
　
　
　
務
用
車
両
」
と
い
う
。
）
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
。

　
　
　
エ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
オ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
　
　
イ
　
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
ウ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
エ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
ア
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
な
ら
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
お
よ
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
イ
　
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場

　
　
　
　
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
申
請
手
続
等

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
８
月
４
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

　
　
　
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。

　
⑵
　
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

　
　
　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定
申
請

　
　
者
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

　
　
　
な
お
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な

　
　
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類
等

　
　
ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

　
　
イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ
ン
チ
メ

　
　
　
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を
記

　
　
　
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

　
　
ウ
　
検
定
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地

　
　
　
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
エ
　
警
備
員
で
そ
の
者
が
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
者
が
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
オ
　
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

　
　
　
書
の
写
し
お
よ
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年

　
　
　
以
上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
各
１
通

　
　
カ
　
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疎
明
書
面
　
１
通

　
⑷
　
受
検
手
数
料

　
　
　
１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ

　
　
と
。

　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
検
定
受
検
時
の
携
行
品

　
　
ア
　
学
科
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
イ
　
実
技
試
験

　
　
　
・
　
筆
記
用
具

　
　
　
・
　
雨
具

３
  組
合
職
員
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
単
位
：
人
）

人
　
　
　
　
　
員

業
　
務

保
　
健

宿
　
泊

貯
　
金

貸
　
付

計

20
1

3
1

2
13

　
⑵
　
受
検
票
の
交
付

　
　
　
受
検
票
は
、
学
科
試
験
当
日
の
受
付
時
に
交
付
す
る
。

７
　
検
定
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

　
課
（
係
）

４
  各
経
理
単
位
別
収
支
状
況
お
よ
び
資
産
の
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

保
　
健

宿
　
泊

貯
　
金

貸
　
付

（
単
位
：
千
円
）

短
　
期

厚
生
年

金
保
険

退
職
等

年
　
金

経
過
的

長
　
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理
経
過
的
長
期

預
託
金
管
理

5,96950

6,019

5,214

2,6650

1,176

9,055

△
 3,036

23,149

471,371

494,52013

262,940

262,953

231,567

253,561

3,489

528

257,578

125,251

11,456

1,609

20,000

7,996

166,312

91,266

847,4420

1,540

848,982

4,010

7,805

11,815

837,167

117,304

20,000

3,422

142

140,868

122,708

59,947

47,051

229,706

△
 88,838

636,786

342,663

979,449

9,800

24,612

34,412

945,037

578,314

578,314

24,662

356,796

30,336

411,794

166,520

5,365,025

47,937,214

1,039

53,303,278

46,939,306

51,757

46,991,063

6,312,215

120,002

22,794

346

50,49544

193,681

81,700

59,005

39,074

179,779

13,902

375,439

2,257

377,696

4,713

146,099

150,812

226,884

000000

2,665

2,665

2,665

2,6650

26,610

260,000

286,610

286,610

286,6100

59,242

59,242

59,242

59,2420

398

398

398

3980

822,608

822,608

822,608

822,6080

52,400

52,400

52,400

52,4000

12,875,833

12,875,833

12,875,833

12,875,8330

786,730

786,730

786,730

786,7300

6,198,783

28,17637

470,600

392,153

11,470

7,101,219

3,276,021

367,54234

2,723,781

682,100

22,794

474,408

2,472

7,549,152

△
 447,933

1,726,510

1,726,510

6,325

474,408

480,733

1,245,777

業
　
務

負
担
金
・
掛
金

事
業

収
入

補
助
金
等
収
入

他
経
理
よ
り
繰
入
金

利
息
及
び
配
当
金

連
合
会
交
付
金

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
収
入

計

給
付

金

事
業

費

役
職

員
給

与

支
払

利
息

連
合
会
払
込
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

高
齢
者
支
援
金
等

介
護

納
付

金

他
経
理
へ
繰
入
金

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
支
出

計

収　　　　　入

保
　
健

宿
　
泊

貯
　
金

貸
　
付

短
　
期

厚
生
年

金
保
険

退
職
等

年
　
金

経
過
的

長
　
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

経
過
的
長
期

預
託
金
管
理

5,96950

6,019

5,214

2,6650

1,176

9,055

△
 3,036

23,149

471,371

494,52013

262,940

262,953

231,567

253,561

3,489

528

257,578

125,251

11,456

1,609

20,000

7,996

166,312

91,266

847,4420

1,540

848,982

4,010

7,805

11,815

837,167

117,304

20,000

3,422

142

140,868

122,708

59,947

47,051

229,706

△
 88,838

636,786

342,663

979,449

9,800

24,612

34,412

945,037

578,314

578,314

24,662

356,796

30,336

411,794

166,520

5,365,025

47,937,214

1,039

53,303,278

46,939,306

51,757

46,991,063

6,312,215

120,002

22,794

346

50,49544

193,681

81,700

59,005

39,074

179,779

13,902

375,439

2,257

377,696

4,713

146,099

150,812

226,884

000000

2,665

2,665

2,665

2,6650

26,610

260,000

286,610

286,610

286,6100

59,242

59,242

59,242

59,2420

398

398

398

3980

822,608

822,608

822,608

822,6080

52,400

52,400

52,400

52,4000

12,875,833

12,875,833

12,875,833

12,875,8330

786,730

786,730

786,730

786,7300

6,198,783

28,17637

470,600

392,153

11,470

7,101,219

3,276,021

367,54234

2,723,781

682,100

22,794

474,408

2,472

7,549,152

△
 447,933

1,726,510

1,726,510

6,325

474,408

480,733

1,245,777

業
　
務

負
担
金
・
掛
金

事
業

収
入

補
助
金
等
収
入

他
経
理
よ
り
繰
入
金

利
息
及
び
配
当
金

連
合
会
交
付
金

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
収
入

計

給
付

金

事
業

費

役
職

員
給

与

支
払

利
息

連
合
会
払
込
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

高
齢
者
支
援
金
等

介
護

納
付

金

他
経
理
へ
繰
入
金

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
支
出

計

差
  引
  当
  期
  利
  益
  金

損　　　　　　　　　　　　　　　　益

収　　　　　入支　　　　　出

後
期
高
齢
者
等

短
期

任
意
継
続

計

（
単
位
：
人
、
千
円
）

一
般

（
う
ち
特
別
職
）

短
期

市
町
村
長

特
定
消
防

長
期

市
町
村
長

長
期

13,915

3,604,782

4,240,266

349,775円

304,726円

8,159

0.59

62-

19,230-

310,161円30

0.48

33-

6,232-

188,848円--

000

0円0円--

3

1,030

1,590

343,333円

530,000円--

1,127

414,140

414,140

367,471円

367,471円

1,593

1.41

17

11,050

14,510

650,000円

853,529円14

0.82

3,514-

540,902-

153,928円596

0.17

9,159
（
39）

3,178,562
（
24,300）
3,243,662
（
26,490）
347,042円
（
623,077）
354,150円
（
679,231）

5,926

0.65

長
 期

短
 期

長
 期

短
 期

標
準
報
酬
の
月
額

組
合

員
１
人
当
た
り

標
準
報
酬
の
月
額

被
扶

養
者

数

組
合

員
１

人
当

た
り

被
扶

養
者

数

組
合

員
数



令和５年６月６日（火） 福井県報第 250 号13

5,96950

6,019

5,214

2,6650

1,176

9,055

△
 3,036

23,149

471,371

494,52013

262,940

262,953

231,567

253,561

3,489

528

257,578

125,251

11,456

1,609

20,000

7,996

166,312

91,266

847,4420

1,540

848,982

4,010

7,805

11,815

837,167

117,304

20,000

3,422

142

140,868

122,708

59,947

47,051

229,706

△
 88,838

636,786

342,663

979,449

9,800

24,612

34,412

945,037

578,314

578,314

24,662

356,796

30,336

411,794

166,520

5,365,025

47,937,214

1,039

53,303,278

46,939,306

51,757

46,991,063

6,312,215

120,002

22,794

346

50,49544

193,681

81,700

59,005

39,074

179,779

13,902

375,439

2,257

377,696

4,713

146,099

150,812

226,884

000000

2,665

2,665

2,665

2,6650

26,610

260,000

286,610

286,610

286,6100

59,242

59,242

59,242

59,2420

398

398

398

3980

822,608

822,608

822,608

822,6080

52,400

52,400

52,400

52,4000

12,875,833

12,875,833

12,875,833

12,875,8330

786,730

786,730

786,730

786,7300

6,198,783

28,17637

470,600

392,153

11,470

7,101,219

3,276,021

367,54234

2,723,781

682,100

22,794

474,408

2,472

7,549,152

△
 447,933

1,726,510

1,726,510

6,325

474,408

480,733

1,245,777

負
担
金
・
掛
金

事
業

収
入

補
助
金
等
収
入

他
経
理
よ
り
繰
入
金

利
息
及
び
配
当
金

連
合
会
交
付
金

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
収
入

計

給
付

金

事
業

費

役
職

員
給

与

支
払

利
息

連
合
会
払
込
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

高
齢
者
支
援
金
等

介
護

納
付

金

他
経
理
へ
繰
入
金

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
支
出

計

流
動

資
産

固
定

資
産

繰
延

資
産

計

流
動

負
債

固
定

負
債

計

差
  引
  当
  期
  利
  益
  金

損　　　　　　　　　　　　　　　　益貸　　　　　　　借

収　　　　　入支　　　　　出資　産
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令
和
五
年
六
月
六
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

5,96950

6,019

5,214

2,6650

1,176

9,055

△
 3,036

23,149

471,371

494,52013

262,940

262,953

231,567

253,561

3,489

528

257,578

125,251

11,456

1,609

20,000

7,996

166,312

91,266

847,4420

1,540

848,982

4,010

7,805

11,815

837,167

117,304

20,000

3,422

142

140,868

122,708

59,947

47,051

229,706

△
 88,838

636,786

342,663

979,449

9,800

24,612

34,412

945,037

578,314

578,314

24,662

356,796

30,336

411,794

166,520

5,365,025

47,937,214

1,039

53,303,278

46,939,306

51,757

46,991,063

6,312,215

120,002

22,794

346

50,49544

193,681

81,700

59,005

39,074

179,779

13,902

375,439

2,257

377,696

4,713

146,099

150,812

226,884

000000

2,665

2,665

2,665

2,6650

26,610

260,000

286,610

286,610

286,6100

59,242

59,242

59,242

59,2420

398

398

398

3980

822,608

822,608

822,608

822,6080

52,400

52,400

52,400

52,4000

12,875,833

12,875,833

12,875,833

12,875,8330

786,730

786,730

786,730

786,7300

6,198,783

28,17637

470,600

392,153

11,470

7,101,219

3,276,021

367,54234

2,723,781

682,100

22,794

474,408

2,472

7,549,152

△
 447,933

1,726,510

1,726,510

6,325

474,408

480,733

1,245,777

負
担
金
・
掛
金

事
業

収
入

補
助
金
等
収
入

他
経
理
よ
り
繰
入
金

利
息
及
び
配
当
金

連
合
会
交
付
金

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
収
入

計

給
付

金

事
業

費

役
職

員
給

与

支
払

利
息

連
合
会
払
込
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

高
齢
者
支
援
金
等

介
護

納
付

金

他
経
理
へ
繰
入
金

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

そ
の
他
の
支
出

計

流
動

資
産

固
定

資
産

繰
延

資
産

計

流
動

負
債

固
定

負
債

計

差
  引
  当
  期
  利
  益
  金

剰
　
　
　
　
余
　
　
　
　
金

損　　　　　　　　　　　　　　　　益貸　　　　　　　借

支　　　　　出資　産負　債

5,96950

6,019

5,214

2,6650

1,176

9,055

△
 3,036

23,149

471,371

494,52013

262,940

262,953

231,567

253,561

3,489

528

257,578

125,251

11,456

1,609

20,000

7,996

166,312

91,266

847,4420

1,540

848,982

4,010

7,805

11,815

837,167

117,304

20,000

3,422

142

140,868

122,708

59,947

47,051

229,706

△
 88,838

636,786

342,663

979,449

9,800

24,612

34,412

945,037

578,314

578,314

24,662

356,796

30,336

411,794

166,520

5,365,025

47,937,214

1,039

53,303,278

46,939,306

51,757

46,991,063

6,312,215

120,002

22,794

346

50,49544

193,681

81,700

59,005

39,074

179,779
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